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第1章 総 則  

第1節 国民保護業務計画策定の目的   

この計画は，武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成  

16年法律第112号。以下「国民保護法」という。）第36条第1項及び第182条  

第2項の規定に基づき、日本原子力発電の業務に閲し、武力攻撃事態等（武力攻撃事  

態等における国民保護措置及び武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに  

国及び国民の安全の確保に関する法律（平成15年法律第79号。以下「武力攻撃事  

態対処法」という。）第2条第2号に規定する武力攻撃事態及び同条第3号に規定す  

る武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。）における国民の保護のための措置（以下「国  

民保護措置」という。）の内容及び実施方法その他必要な事項を定め、武力攻撃事態  

等における国民保護措置及び緊急対処事態（武力攻撃事態対処法第25条第1項に規  

定する緊急対処事態をいう。以下同じ。）における武力攻撃事態対処法第25条3項  

に規定する緊急対処措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。  

第2節 国民保護措置の実施に関する基本方針   

国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、次のとおり国民保護措置に関する基  

本方針を定める。  

1．関係機関相互の連携協力の確保  

国民保護措置に閲し、防災のための連携体制を踏まえ、平素から関係機関と相  

互の連携体制の整備に努める。  

2．国民保護措置に従事する者等の安全の確保  

国民保護措置の内容に応じ、国及び県から提供される武力攻撃の状況、その他   

必要な情報の提供を受けるとともに、緊急時の連絡及び応援体制を確立すること  

等により、国民保護措置に従事する者の安全に十分に配慮する。  

また、発電所に対し、国及び県から安全確保措置の実施を要諦された場合には、  

当該安全確保措置を的確かつ安全に実施するために必要な情報を国及び県から  

入手すること等により、当該発電所に従事する者等の安全確保に十分l頚己癒する。  

3．国民保護措置の実施に関する自主的判断  

国民保護措置の実施に当たっては、その実施方法等について、国及び地方公共  

団体等に必要な情報提供を求めるとともに、これら機関から提供される情報も踏  

まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断する。  
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第3節 国が想定する武力攻撃事態等における電力設備・電力供給への影響   

この計画において対象とする武力攻撃事態及び緊急対処事態は以下のとおりとし、  

武力攻撃事態等における電力設備・電力供給への影響について定める。  

1．武力攻撃事態  

この計画では、想定される武力攻撃事態を以下の4類型とする。  

類  型   特  徴   

事前の準備が可能であり、戦闘が予想される地域か  
着上陸侵攻  らの先行避難が必要。  

広範囲にわたる武力攻撃災害が想定される。   
ゲリラや特殊部隊に  事前にその活動を予測・察知することが困難で、突   

よる攻撃   発的に被害が生じることも考えられる。   

発射された段階で攻撃目標を特定することは極め  

弾道ミサイル攻撃  て困難で、発射後極めて短時間で着弾することが予  
想される。   

弾道ミサイル攻撃の場合に比べ、その兆候を察知す  
航空攻撃  ることは比較的容易だが、攻撃目標を特定すること  

は困難   

2．緊急対処事態  

この計画では、想定される緊急対処事態を以下のとおりとする。  

なお、緊急対処事態に対する対処については、武力攻撃事態におけるゲリラや   

特殊部隊による攻撃等と類似の事態が想定されるため、武力攻撃事態等の対処に  

準じて行う。  

①攻撃対象施設等による分類  

・危機性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態  

・多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態  

②攻撃手段による分類  

・多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態  

・破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態  
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3．電力設備・電力供給への影響  

当社は、電気事業法等閑達する法律に基づき、発電所を運用し、電力会社へ電  

気を供給しており、設備の安全確保と効率的な運転等により電力の安定供給維持  

に努めている。  

武力攻撃事態等における国民保護措置の実施に当たり、生活関連等施設の管理  

者として行う安全確保措置等を的確かつ迅速に行い、電力の安定供給に最大限努  

めるが、電力設備の保全が事態の切迫のため時間的あるいは物理的に困難となり、  

結果的に供給支障等が生じる場合が想定される。   

なお、武力攻撃災害発生後における設備の被害状況の把握及び応急の復旧に当  

たっては、由民保護措置に従事する者の安全確保の観点から長時間を要する場合  
がある。  

第4節 国民保護業務計画の運用  

1．他の計画等との関連  

この計画は、災害対策基本法、消防法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の   

規制に関する法律、原子力災害対策特別措置法等の関連法令に基づく諸計画等と  

調整を図り運用する。  

2．国民保護業務計画の修正  

この計画は、常に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正する。  

第5節 用誇の定義  

この計画における主な用語の定義は，次のとおりとする。  

武力攻撃   我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。   

武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する  

武力攻撃事態  明白な危険が切迫していると認められるに至った  

事態をいう。   

武力攻撃事態には至っていないが，事態が緊迫し．  
武力攻撃予測事態  

武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。   

武力攻撃事態等   武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。   
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武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又  

武力攻撃災害  は負傷，火事，爆発，放射性物質の放出その他の人  
的又は物的災害をいう。   

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を  

殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生  

緊急対処事態  する明白な危険が切迫していると認められるに至  

った事態で，国家として緊急に対処することが必要  

な事態として内閣総理大臣が認定したものをいう。   

武力攻撃により、発電所外（事業所外運搬の場合に  
武力攻撃原子力災害     あっては、運搬に使用する容器外）へ放出される放  

射性物質または放射線による被害をいう。   

対処基本方針が定められてから廃止されるまでの  

間に、指定（地方）行政機関、地方公共団体、指定  

国民保護措置  
（地方）公共機関が法の規定に基づいて実施する事  

態対処法第22粂第1号に掲げる国民の保護に閲す  
る措置（対処基本方針が廃止された後を含む。）を  
いう。   

国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保し  

なければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれが  

あると認められるもの又はその安全を確保しなけ  

生活関連等施設  
れば周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれ  

があると認められる施設として、武力攻撃事態等に  

おける国民保護法施行令第27条及び第28条に規定  

する施設いう。  

（当社における     迎とは、発電所をいう。）   

武力攻撃事態等において、引火若しくは爆発又は空  
気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人  

危険物資等  の生命、身体又は財産に対する危険が生じるおそれ  
がある物質（生物を含む。）で政令で定めるものを  

いう。   

原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」とい  
原子力事業者防災 業務計画     う。）第7条第1項の規定による原子力事業者防災  

業務計画をいう。   
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第2孝 平素からの備え  

第1節 国民保護措置の実施体制  

1．体制  

武力攻撃事態等に対応するため、次の対策組織を設置する。  

設置基準  対策組織  

内閣に武力攻撃事態等対策本部が設置  

された場合  

内閣の対策本部が設置されるまでに、  

発電所所在の県において、緊急通報の  

発令、退避の指示及び警戒区域の設定  

等の措置が論じられた場合  

発電所において武力攻撃事態等が発生  

した場合  

本店  

国民保護対策本部  

発電所  

国民保護対策本部  

2．対策組織  

（1）本店及び発電所は、武力攻撃事態等に対応する対策組織を別表－1のとおり定  

めておく。  

（2）武力攻撃事態等により本店及び発電所が被災した場合の対策組織の活動拠点を  

あらかじめ定めておく。  

第2節 対策組織の運営  

1．対策組織の設置及び解散  

（1）武力攻撃事態が発生し、内閣に対策本部が設置された場合は、本店及び発電所  

は、直ちに、本店及び発電所国民保護対策本部を設置する。  

（2）内閣の対策本部が設置されるまでに、発電所所在の県から緊急通報の発令、退  

避の指示及び啓戒区域の設定等の措置が講じられた場合、本店及び発電所は、  

直ちに、本店及び発電所国民保護対策本部を設置する。  

（3）発竃所において、武力攻撃を受けた場合又はそのおそれがある場合、本店及び  

発電所は、直ちに、本店及び発電所国民保護対策本部を設置する。  

（4）本店及び発電所国民保護対策本部長は、内閣の対策本部が解散され、国民保護  

措置の実施の必要が無くなった場合、相互に協議し、本店及び発電所国民保護  

対策本部を解散する。  
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2．権限の行使  

（1）武力攻撃事態等における国民保護措置の実施に関する一切の業務は、本店及び  

発電所国民保護対策本部のもとで行う。  

（2）本店及び発電所国民保護対策本部長は、職制上の権限を行使して活発に国民保  

碓措置を実施する。ただし、発電所国民保護対策本部長は、権限外の事項であ  

っても緊急に実施する必要のあるものについては、臨機の措置をとることがで  

きる。なお、権限外の事項については、行使後述やかに所定の手続きをとる。  

（3）本店及び発電所国民保護対策本部長が国民保護措置に従事できない場合に備え、  

あらかじめ職務の代行者を定めておく。  

3．動 員  

本店及び発電所国民保護対策本部長は、国民保護対策本部を設置した場合、直  

ちにあらかじめ定める対策要員の動員を指示する。  

4．指令伝達及び情報（通報）連絡の経路  

国民保護対策本部が設置された場合の指令伝達及び情報（通報）連絡の経路は、  

別表2のとおりとする。  

第3節 社外機関との協調  

1．国，地方公共団体等との協調  

防災のための連携体制も活用し、国民保護措置を的確かつ迅速に実施できるよ  

う、平素から、国、地方公共団体及び防災関係機関等と相互の連携体制の整備に  

努める。  

（1）国民保護協誠会等への参加・協力  

国民保護協議会等に、委員及び幹事を推薦し、参加させるとともに、同協議会  

等の場を活用し、情報の共有化等を図るものとする。  

また、国民保護計画を作成するため、地方公共団体から必要な資料又は情報の   

提供、意見の陳述その他必要な協力を求められた場合は、これに協力する。  

（2）内閣の対策本部との協調  

武力攻撃事態等対策本部長が実施する国民保護措置に関する総合調整へ協力   

するとともに、総合調整の結果に基づき、所要の措置を的確かつ迅速に実施する  

よう努める。  

2．他電力会社等との協調  

他電力会社、電源開発株式会社、請負会社等と協調し、要員、資材、輸送力等  
の相互融通等、武力攻撃災害時における相互応援体制を整備しておく。  
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第4節 国民保護措置に関する教育・訓練  

1．教育  

本店及び発電所は、パンフレット等防災に関する啓発の手段等も活用しながら、   

社員に対し、国民保禎措置の重要性について平素から様々な機会を通じて広く啓  

発に努める。  

2．訓練  

本店及び発電所は、国民保護措置を円滑に実施するため、国民保護措置につい  

ての訓練を適宜実施し、国民保護措置にこの計画が有効に機能することを確認す  

る。訓練の実施にあたっては、国民保護措置についての訓練と防災訓練とを有機  

的に連携させるよう配慮するとともに、国及び地方公共団体等が実施する国民保  

護措置についての訓練に積極的に参加する。  

第5節 生活関連等施設に関する事前の安全確保措置   

発電所長は、県知事から通知される生活関連等施設の種類ごとに定めた安全確保の  

留意点（以下「安全確保の留意点」という。）に基づき、発電所の安全確保に関する  

事前対策を定める。  

第6節 情報の収集・連絡   

本店及び発電所は、武力攻撃等の状況、国民保護措置の実施状況、被災状況等を収  

集又は整理し、関係機関等に対し、これらの情報の提供等を適時かつ適切に実施する  

ための体制整備に努める。また、武力攻撃災害発生時においても情報の収集、提供を  

確実に行うため、情報伝達ルートの多重化及び代行できる人員の指定など、情報収集、  

連絡体制の整備に努める。  
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第7節 全般的な事前措置  

1．武力攻撃事態等に対する備え  

災害に対する既存の予防措置を活用しつつ、武力攻撃事態等に備え以下の整備  

に努める。  

（1）通信連絡設備  

武力攻撃災害時の情報連絡、指示、報告等のため、必要に応じ次の諸設備の強  

化、整備を図る。  

①無線伝送設備、  
・マイクロ波無線等の固定無線設備  

・移動無線設備  

・衛星通信設備  

②有線伝送設備  

・通信ケーブル  

・電力線搬送設備  

③交換設備  

④通信用電源設備  

⑤一斉放送設備  

また、携帯電話及び自動車電話等の移動体通信機器の充実化など、情報連絡手  

段の多重化についても整備を図る。  

（2）非常電源設備の整備  

本店及び発電所は、長時間停電に備え、国民保護措置の実施に必要な通信設備、  

照明等の非常用電源を確保する。  

（3）コンピューターシステムの整備  

国民保護措置の実施に必要なコンピューターシステムについては、爆破に対す  

る耐震性の確保を図るとともに重要データファイルの多重化や分散保管、復旧処   
理方法などのバックアップ体制の整備を図る。  

（4）消防に関する施設及び設備等  

被害の軽減を図るため、法に基づき消防に関する施設及び設備の整備を図る。  

・燃料タンク消火設備  

・化学消防車  

・消火栓、消火用屋外給水設備  

・各種消火器具及び消火剤  

・火災報知器、非常通報設備等  
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2．武力攻撃災害対策用の資機材の確保及び整備等  

本店及び発電所は、武力攻撃災害に備え、以下の整備に努める。  

（1）国民保護措置用の資機材の確保  

武力攻撃災害に備え、平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努める。  

（2）武力攻撃災害対策用の資機材の輸送  

本店及び発電所は、車両、舟艇等、武力攻撃災害対策用資機材等の輸送力確保  

に努める。  

（3）武力攻撃災害対策用の資機材の整備点検  

武力攻撃災害対策用の資機材は、常にその数量を把握しておくとともに、整備  

点検を行う。  

（4）武力攻撃災害対策用の資機材等の広域運営  

本店は、武力攻撃災害対策用の資機材等の保有を効率的に行うとともに、武力  

攻撃災害時の不足資機材の調達を迅速、容易にするため、他電力会社、電源開発   

株式会社及び独立行政法人日本原子力研究開発機構と武力攻撃災害対策用の資  

機材の相互融通体制を整えておく。  

（5）食橙・医療・医薬品等生活必需品の備蓄  

本店及び発電所は、武力攻撃事態等に備え、食糧・医療・医薬品等の保有量を  

定め、その確保を図る。  
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第3章 武力攻撃事態等への対処  

第1節 通報・連絡  

1．通報・連絡の経路  

武力攻撃事態等において、本店及び発電所国民保護対策本部は、別表2に従い  

通報・連絡を行う。  

2．通報・連絡の方法  

武力攻撃事態等における通報・連絡の方法は、第2章第7節第1項（1）「通   

信連絡設備」に示す設備及び電気通信事業者の回線を利用して行う。  

第2節 武力攻撃災害時における情報の収集・連絡  

1．情報の収集・報告  

発電所国民保護対策本部長は、武力攻撃災害が発生した場合，災害状況の把握   

を行うため，次の情報を迅速かつ的確に収集し、速やかに本店国民保護対策本部  

長に報告する。  

①武力攻撃事態等の状況  

②発電所の被害状況及び復旧状況  

③復旧資材、復旧要員、食糧等に関する事項  

④従業員、見学者等の被災状況  

⑤その他武力攻撃災害に関する情報  

また、本店国民保護対策本部長は、発電所国民保護対策本部長からの被害情報   

等の報告及び独自に地方公共団体、警察及び消防等の防災関係機関から収集した  

情報を集約し、所管官庁へ報告する。  

2．通話制限  

本店及び発電所国民保護対策本部長は、武力攻撃災害時の保安通信回線を確保   

するため必要と認めたときは、通話制限その他必要な措置を講ずる。  

また、対策組織の設置前であっても保安通信回線を確保するうえで必要と認め   
たときは、本店総務室長又は発電所総務室長の判断により通話制限その他必要な  

措置を諦ずる。  
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第3節 武力攻撃災害時における広報及び情報提供  

1．広報活動  

武力攻撃事態等においては、放射性物質の放出による社会不安を除去するため、   

発電所被害状況及び復旧状況についての広報を行う。  

2．広報の方法  

広報の方法については、テレビ、新聞等の報道機関を通じて、又はインターネ   

ット（ホームページ）を通じて、事実に基づく正確な情報を提供するよう努める。  

第4節 対策要員の確保  

1．本店及び発電所は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護対策   

本部の設置に備え、あらかじめ対策要員を定める。  

2．国民保護対策本部が設置された場合は、対策要員は速やかに所属する対策本部に   

出動する。  

第5節 復旧用喪機材の確保   

国民保護措置の実施のために必要な物資及び資材については、防災のための備蓄の  

晶臥備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実な把握に努めるととも  

に、武力攻撃災害発生時において必要となる資機材の供給要請先等の確実な把握等に  

努めるとともに迅速に確保できる体制を整備する。  

1．調達  

本店及び発電所は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資   

材は、次のいずれかの方法により可及的速やかに確保する。   

（》現地調達  

②対策本部相互の流用  

③他電力会社等からの融通  

2．輸送  

国民保護措置用の資機材の輸送は、原則として調達先の車両、舟艇等により行う。  
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第6節 国，地方公共団体、自衛隊等の応援要蘭   

本店国民保護対策本部長は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため必要があ  

ると認めるときは、指定行政機関、地方公共団体の長に対し、労務、施設、設備又は  

物資の確保について応援要論を行う。   

また、発電所国民保護対策本部長は、発電所の安全確保措置の要請に応じて、必要  

な措置を講じる場合には、県警察、消防機関その他の行政機関に対し、発電所の安全  

確保のため必要な支援を要請する。   

この場合において、要論理由や応援活動内容等をできる限り具体的に明らかする。  

なお、被害が極めて大きく、発電所の工事力に余力がない場合又は工事力を動員して  

もなお応援を必要とすると判断される場合には、本店国民保護対策本部長は、自衛隊  

法に基づき、県知事に対して自衛隊の派遣を要諭する。  

第7節 生活関連等施設の安全確保措置  

1．武力攻撃事態等における対応  

発電所国民保護対策本部長は、県知事又は所管省庁から生活関連等施設として  

の安全確保措置を講ずるよう要論を受けた場合には、必要な措置を溝ずる。  

2．立入制限区域の指定要論に伴う協力  

発電所国民保護対策本部長は、県知事からの要論に基づき、公安委員会又は海  

上保安部等から、発電所及びその周辺区域の安全確保が必要となり、立入制限区  

域の指定を受けた場合は、これに協力する。  

3．危険物質等の使用停止等命令に対する措置  

発電所国民保護対策本部長は、前項の措置の他、武力攻撃事態等において、危  

険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための措置として、国及び地方公  

共団体から危険物質等の全部又は一部の使用停止又は制限等の命令を受けた場  

合は、当該措置を的確かつ迅速に実施する。  
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第8節 武力攻撃原子力災害への対処  

1．武力攻撃原子力災害への対処（運転停止以外）  

発電所については、生活関連等施設としての安全確保措置を講ずる他、武力攻   

撃原子力災害への対処に関する措置の実施に当たっては、原子力事業者防災業務  

計画の定めと同様の措置を講ずることを原則とする。  

なお、武力攻撃原子力災害の特殊性に鑑み、特に以下の点に留意する。  

（1）体制の整備  

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき、障壁  

の設置など人の侵入を阻止するための措置、施設の巡視及び監視に関する措置等  

について、あらかじめ定める。  

また、武力攻撃原子力災害に際しても、的確かつ迅速にモニター」ングの実施又  

は支援を行うことができる体制の整備に努める。  

（2）活動体制の確立  

発電所の状況把握、モニタリング情報の把握等、常時継続的に必要な情報の共  

有と関係機関が行う応急対策について必要な調整を行うため、オフサイトセンタ  

ー等へ職員を派遣する。  

なお、現地に派遣された原子力安全委員会委員及び専門家等が行う、現場の情  

報収集、分析等へ協力する。  

（3）放射線モニタリングの実施  

通報・適格を行った後においても、安全の確保に留意しつつ、敷地境界等にお  

ける放射線畠の測定等を継続的に実施し、発電所からの放射性物質等の放出状況  

及び放出見通し等の状況を原子力事業者防災業務計画の定めの例により連絡する。  

2．発電所の運転停止  

（1）武力攻撃事態等において、発電所が警報の発令地域の対象となった場合又は地  

域を定めずに筆報が発令されたときは、直ちに原子炉の運転停止に向けて必要  

な措置を諦ずる。  

（2）武力攻撃事態において経済産業大臣より原子炉迎転停止命令が発動された場合  

は、原子炉の運転を停止する。  

また、県知事より運転停止等適切な措置の要論を受けた場合は、原子炉の運転  

停止に向けて必要な措置（国との調整等）を講ずる。  

（3）突発的に武力攻撃が発生した場合など、特に緊急を要するときは、武力攻撃事  

態等の認定、警報の発令、国の運転停止命令又は県の運転停止等適切な措置の  

要論を待たず、平時における緊急時対策マニュアル等に基づき、自らの判断に  

より、直ちに原子炉の運転を停止する。  

（4）原子炉の運転停止に当たり、原子炉の運転停止に際しての施設及び運転員の安  

全確保、関係機関との連絡等について、国の一元的な指仰の下で相互に緊密に  

連携した対応を行う。  
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第9節 応急の復旧  

1．施設及び設備の緊急点検等  

武力攻撃災害が発生した場合には、国民保護措置に従事する者の安全を確保し  

た上で、可能な限り速やかに、設備の被害状況について緊急点検を実施するとと  

もに、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に、応急の復旧を行う。  

2．通信機器の応急の復旧  

国民保護措置の実施上重要な情報通信設備に障害が生じたときは、復旧活動に  
従事する者の安全の確保に配慮したうえで、速やかに応急の復旧を行うとともに、   

必要に応じて、バックアップ体制を確保する。  
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第4章 武力攻撃災害の復旧に関する措置  

第1節 復旧に関する措置   

武力攻撃災害の復旧のための措置は、武力攻撃事態の態様や武力攻撃災害による被  

災状況等を勘案しつつ、迅速な復旧に向けて必要な措置を講ずる。  

なお、復旧に当たっては、その対象となる発電所の被害状況、当該被災した地域を管  

轄する地方公共団体が定めた当面の復旧の方向等を考慮して実施する。  

第2節 復旧計画   

発電所は、被害状況を把握し、次に掲げる事項を明らかにした復旧計画を策定する  

と同時に、本店に速やかに報告する。  

（1）復旧応援要員の必要の有無  

（2）復旧要員の配置状況  

（3）復旧資材の調達  

（4）復旧作業の日程  

・（5）仮復旧の完了見込  

（6）食糧等の手配  

（7）その他必要な対策   

また、本店は、発電所に対し、復旧対策について、必要な指示を行う。  
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第5章 緊急対処保護措置の実施  

第1節 緊急対処保護措置の実施   

緊急対処事態については、武力攻撃事態等における国民保磯措置に準じて緊急対処  

保護措置を実施する。  
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別表－1  

本店国民保護対策本部の組織  

本部   班  名   班  長   主 な 業 務 内 昏   

・当該災害に関する情報の収集  

情  報  班  発電管理担当部門の長  
・発電所国民保硬対策本部対応への指導、援助  

・社外関係機関（経済産業省）との連絡調整及び法令上必要な連絡∴報告  

・各班との連絡調整  

本部長：社長  ・本店国民保護対策本部の設置・運営支援  

・社外防災機関との連携  

務  班  総務担当部門の長  
・通信施設の確保  

本部長代行者：副社長及び常務                庶  ・定められた国民保護対策本部要員では対策活動を十分行うことができ  

取締役  ないと判断される場合の、追加要員の選定及び本部長承認後の招集  

・その他必要な事項  

・報道機関等（発電所国民保護対策本部が行うものを除き、国の広報担  
副本部長：発電管理部門        広  報  班  広報担当部門の長  当箇所を含む。）との対応  

担当常務取締役  ・広報関係資料の作成  

・発電管理担当部門の長   ・原子炉・燃料の安全性に係る事項の検討  

技  術  班        ・廃止措置担当部門の長   ・発電所施設等の健全性の確認  
副本部長代行者  ・開発計画担当部門の長   ・発電所国民保護対策本部が行う応急活動の検討  

：上記以外の常務   

取締役  放射線管理班  放射線管理担当部門の長   
・放射線管理に係る事項の検討  

・個人被ばくに係る事項の検討  

保健安全堆  保健安全担当部門の長   
・人身災事情報の収集・連絡  

・緊急医療に係る事項の検討   

注）班長が国民保護措置に従事できない場合の代行者及び各班の副班長、班員はあらかじめ定める。  

注）発電所は本店に準じて対策組織を定める。  

以  上   



別表－2  

指令伝達及び情報（通報）連絡経路  
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